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（２）地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、2050年カーボンニュートラルを実現する。
また、健全で効率的な廃棄物処理及び資源の高度な循環利用による循環経済を実現する。これらの実現に向
けた対応が、グリーン産業の発展を通じた経済成長へとつながることで、世界をリードし、経済と環境の好
循環が生み出されるような社会を目指す。 

そのためには、国民のライフスタイル、産業構造や経済社会全般の変革及び社会的な課題の解決を目指す
ための「脱炭素社会」、「循環経済」、「分散型社会」への三つの移行による経済社会の再設計（リデザイン）
とともに、非連続なイノベーションが不可欠であり、高い目標とビジョンを掲げ、それに向かって産学官が
一体となって、まずは2030年に向けて総力を挙げて幅広く取り組むことが必要である。 

こうした観点から、カーボンニュートラルの実現に向けては、グリーンイノベーション戦略推進会議など
の議論をもとに、省エネルギーの徹底、電化の促進と電力の脱炭素化（再生可能エネルギーの最大限の導入
に向けた技術の加速度的普及、安全最優先での原子力利用）を進めるとともに、次世代型太陽電池、ＣＣＵ
Ｓ/カーボンリサイクル、水素等の革新的イノベーションを強力に推進する。その際、技術導入、社会実装
を促すべく、国民のライフスタイルの脱炭素化の促進、ゼロカーボンシティの実現・拡大と国民理解の醸成
を図るとともに、必要な制度・基準などの仕組みも検討する。 

加えて、こうした我が国の取組について、積極的な国際発信を行い、日本のプレゼンス向上を図ること
で、世界各国の研究機関の英知を結集し、国際共同研究の推進、サプライチェーン等の構築を目指すととも
に、エネルギー・環境関連事業への投資の国内への取り込みや企業活動の積極的な見える化を促進する。 

また、循環経済の実現に向けて、廃棄物の処理・適正管理に加え、代替素材の開発などのイノベーション
を促進していくべく、製品の長寿命化や資源の長期的保全・維持、廃棄物の発生の最小化などを進める。ま
た、各地域が自然資源や生態系サービス等の地域資源を生かして自立・分散型の社会を形成し、地域の特性
に応じて補完し、支え合う「地域循環共生圏」を創造しつつ、持続可能な地域づくりや国民のライフスタイ
ルの転換を促進する。

【目標】 
・ 地球規模課題が深刻化する中で、我が国の温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロとし、世界の

カーボンニュートラルを牽引するとともに、循環経済への移行を進めることで、気候変動をはじめとす
る環境問題の克服に貢献し、ＳＤＧｓを踏まえた持続可能性が確保される。

【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 我が国の温室効果ガス排出量：実質ゼロ（2050年）
・ 資源生産性：約49万円/トン（2025年度）
・ 循環型社会ビジネスの市場規模： 2000年度の約2倍（2025年度）61 62

61 循環型社会ビジネスの市場規模：約40兆円（2000年度） 
62 なお、2021年度成長戦略フォローアップ工程表においては、サーキュラーエコノミー関連ビジネスの市場規模を2030年度までに80兆円以上

を目指すこととしている。
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【現状データ】（参考指標）  
・ 革新的環境イノベーション戦略（イノベーション・アクションプラン、アクセラレーションプラン、 

ゼロエミッション・イニシアティブズ）63の進捗状況 
・ ゼロカーボンシティ数：696地方公共団体（2022年４月28日） 
・ 環境分野の研究開発費：10,525億円（2020年度）64 
・ エネルギー分野の研究開発費：9,955億円（2020年度）65 
・ RE100加盟企業数66（日本）：66社 （2022年３月31日）67 
・ 温室効果ガス排出量：11億5,000万トン（2020年度（確報値））68 
・ 日本における平均気温上昇度：100年当たり1.28℃（1898年から2021年の間）69 
・ 資源生産性：約43.6万円／トン（2019年度）70 71 72 
・ 循環型社会ビジネスの市場規模：約53.7兆円（2019年度）73 
 
① 革新的環境イノベーション技術の研究開発・低コスト化の促進 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇「革新的環境イノベーション戦略」に

ついて、グローバルな状況を踏まえ、
イノベーション・ダッシュボード、ア
クセラレーションプラン、東京ビヨン
ド・ゼロ・ウィークを適時適切に見直
し、産学官が一体となって着実に推進
する。また、カーボンニュートラルを
目指す上で不可欠な分野について、①
年限を明確化した目標、②研究開発・
実証、③規制改革や標準化などの制度
整備、④国際連携などを盛り込んだ
「2050年カーボンニュートラルに伴
うグリーン成長戦略74」を踏まえて、革
新的な技術開発に対する継続的な支
援を行う基金事業等を活用し、革新的
技術の社会実装を推進する。【科技、

・「革新的環境イノベーション戦略」及び
「2050年カーボンニュートラルに伴
うグリーン成長戦略」について、関係
府省と連携を図りながら、グリーンイ
ノベーション戦略推進会議において、
一体的にフォローアップを実施。 

・「グリーンイノベーション基金」につい
ては、支援対象とするプロジェクトに
ついて、産構審のワーキンググループ
での議論等を経て組成し、ＮＥＤＯに
おける実施者の公募を経て、順次事業
を開始。 

・カーボンニュートラル達成に向けた技
術革新を支える基礎・基盤的な研究開
発を推進。 

・ＣＯＰ26、エネルギー憲章会議第32回

・グリーンイノベーション戦略推進会議
等において、グリーン成長戦略や革新
的環境イノベーション戦略を着実に
推進。【科技、総、文、農、経、国、環】 

・グリーンイノベーション基金で実施中
のプロジェクトについて、定期的にモ
ニタリングを行うとともに、既存プロ
ジェクトの加速・拡充や新規プロジェ
クトの組成等についても推進。【科技、
総、文、農、経、国、環】 

・カーボンニュートラル達成に向け、我
が国が強みをもつ研究開発領域のポ
テンシャルを最大限活用し、貢献する
ため、次世代の半導体、蓄電池や、水
素技術等の重要技術に係るアカデミ
アの拠点形成や幅広い新規技術の掘

                                                      
63 革新的環境イノベーション戦略（2020年１月21日統合イノベーション戦略推進会議決定）は、①16の技術課題について、具体的なコスト目

標等を明記した「イノベーション・アクションプラン」、②これらを実現するための、研究体制や投資促進策を示した「アクセラレーション
プラン」、③社会実装に向けて、グローバルリーダーとともに発信し共創していく「ゼロエミッション・イニシアティブズ(東京ビヨンド・
ゼロ・ウィーク)」から構成。「イノベーション・アクションプラン」の検討は「イノベーション・ダッシュボード」として随時公表。 

64 総務省「2021年科学技術研究調査結果」（2021年12月） 
65 総務省「2021年科学技術研究調査結果」（2021年12月） 
66 使用電力を100%再生可能エネルギーにする事を目標に掲げて取り組んでいる企業。 
67 RE100ホームページ（http://there100.org/）より作成。 
68 2020年度の温室効果ガス排出量（確報値）について（2022年４月15日環境省発表） 
69 気象庁「気候変動監視レポート2021」（2022年）https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html 
70 資源生産性＝ＧＤＰ / 天然資源等投入量。 

天然資源等投入量とは国産・輸入天然資源及び輸入製品の合計量（ＤＭＩ：Direct Material Input）を指し、資源生産性は一定量当たりの天
然資源等投入量から生み出される実質国内総生産（実質ＧＤＰ）を算出することによって、各産業がより少ない天然資源で生産活動を向上
させているかや人々の生活がいかに物を有効に使っているかなどより少ない天然資源でどれだけ大きな豊かさを生み出しているかを総合的
に表す指標。なお、国際比較の際には、産業構造の違い等にも留意が必要。 

71 金属のリサイクル原料の処理量：倍増（2030年度） 
72 １年間の食品ロス量：400万トン以下（2030年度） 
73 環境省「令和２年度 環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報告書」（2021年６月24日公表） 
74 2020年12月25日成長戦略会議にて公表。 
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総、文、農、経、国、環】 会合、ＩＲＥＮＡ第12回総会等の国際
会議で、脱炭素化に向けた我が国の取
組を発信。 

・エネルギー移行やグリーン成長のため
のイノベーションに関する技術開発
協力等を目的として、2021年４月の日
米首脳会談において「日米気候パート
ナーシップ」に、2021年５月の日ＥＵ
定期首脳協議において「日ＥＵグリー
ン・アライアンス」の立上げに合意。 

り起こしを行うなど、基礎研究及び人
材育成に係るアカデミアの取組をよ
り一層促進。【文】 

・2030年度46%削減目標、2050年カーボ
ンニュートラルの目標実現に向けた
我が国の取組の発信を継続。【外、環】 

・日米気候パートナーシップ及び日ＥＵ
グリーン・アライアンスの下、エネル
ギー移行やグリーン成長のためのイ
ノベーションに関する技術開発協力
等を推進。【外、経、環】 

〇都市間・分野間のデータの相互接続性
やシステムの拡張性が保たれるよう
「スマートシティリファレンスアー
キテクチャ」を参照しつつ各地域にお
ける都市ＯＳ（データ連携基盤）の実
装を加速化する。また、ゼロカーボン
シティを表明した地方公共団体等に
おいて、多種多様なビッグデータを用
いた気候変動対策が行われるよう、ゼ
ロカーボンシティの取組の進展に資
する支援を2021年度から開始する。
【科技、総、文、農、経、国、環】 

・全国の地方公共団体や地域における都
市ＯＳ実装、スマートシティ化を推
進。スマートシティの実装数（技術の
実装や分野間でデータを連携・接続す
る地方公共団体・地域団体数）：33地域
（2021年３月） 

・ゼロカーボンシティの取組の進展に資
する支援を実施。ゼロカーボンシティ
数：696地方公共団体（2022年４月28
日） 

・2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目標
として設定している地方公共団体実
行計画（区域施策編）を策定した地方
公共団体数：36団体75 

・スーパーシティ／スマートシティにお
けるデータ連携基盤の在り方等に関
する検討等を踏まえつつ、「スマート
シティ・ガイドブック」を活用し、全
国の地方公共団体や地域における都
市ＯＳ実装、スマートシティ化を推
進。【科技、総、文、農、経、国、環】 

・ゼロカーボンシティを表明した地方公
共団体等において、再エネや省エネ設
備導入といった気候変動対策が行わ
れるよう、多種多様なデータを用いた
地域の脱炭素化に向けた計画策定支
援等のゼロカーボンシティの取組の
進展に資する支援を実施。【環】 

〇 ム ー ンシ ョ ット 型 研究 開発 制 度 の
2050年目標（「地球環境再生に向けた
持続可能な資源循環を実現」及び「未
利用の生物機能等のフル活用により、
地球規模でムリ・ムダのない持続的な
食料供給産業を創出」）の達成に向け、
必要な研究開発を加速するとともに、
社会実装に向けた道筋を明確化する。
【科技、農、経】 

・環境、農業関連の目標達成に向け、2021
年度補正予算により、既存プロジェク
トを強化・加速。 

・環境関連の新規プロジェクトを2022年
秋頃に採択予定。 

・農業関連のＦＳプロジェクトのうち有
望なものを本格実施に移行。 

・研究開発開始後３年目の2022年度にス
テージゲートを外部評価に基づき実
施し、プロジェクト方向性を見直す予
定。【科技、農、経】 

・既存のプロジェクトの推進に加え、
2021年度補正予算により措置した既
存プロジェクトの強化・加速及び新規
プロジェクトを着実に推進。【科技、
農、経】 

〇国際社会と協働しつつ、産総研ゼロエ
ミッション国際共同研究センター、次
世代エネルギー基盤研究拠点、東京湾
岸イノベーションエリア等の「革新的
グローバル研究拠点」の機能を強化
し、国内外の人材や知の交流を活性化
する。【文、経】     

・2020年１月に設置した産総研ゼロエミ
ッション国際共同開発センターにお
いて、2022年１月時点で61件の国際連
携体制を構築。 

・2021年10月に３回目となるＲＤ20リ
ーダーズ会合を開催。 

・我が国の研究機関等が、先進的な技術・
研究資源を有する諸外国の研究機関
等と連携することによる、革新的なク
リーンエネルギー技術の国際的な共
同研究開発を2021年度も実施。 

・産総研ゼロエミッション国際共同研究
センターを中核として、具体的な国際
共同研究を推進。【経】 

・2022年10月に４回目となるＲＤ20を
開催予定。【経】 

・クリーンエネルギー分野における革新
的 技 術 の 国 際 共 同 研 究 開 発 事 業 を
2022年度も継続。【経】 

○2050年カーボンニュートラルの実現
や、国際的なルールメイキングへの積
極的関与も含めた「みどりの食料シス
テム戦略」を2021年５月までに策定す
る。同戦略において、新たな農林水産
政策の展開を検討し、2050年に目指す
姿を示した上で、食料・農林水産業の
生産力向上と持続性の両立をイノベ
ーションで実現する。【農、関係府省】 

・2021年５月に「みどりの食料システム
戦略」を策定。同戦略で掲げられた14
のＫＰＩについて、2021年12月の同戦
略本部において、フォローアップを実
施。 

・「環境と調和のとれた食料システムの
確立のための環境負荷低減事業活動
の促進等に関する法律（みどりの食料
システム法）」が第208回国会で成立
（2022年４月22日）。 

・2022年度予算では、「みどりの食料シス

・「みどりの食料システム戦略」に基づ
き、調達から消費のサプライチェーン
全体について、①温室効果ガスの削
減、②化学農薬・化学肥料の使用量の
低減、③労力軽減・生産性向上、④地
域資源の最大活用の観点から目指す
姿とした、14のＫＰＩについて、同戦
略本部において、毎年フォローアップ
を実施。【農、関係府省】 

・みどりの食料システム法に基づき、サ
プライチェーンの各段階における生

                                                      
75 地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査より（2021年10月１日時点） 
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テム戦略推進総合対策」、「みどりの食
料システム戦略実現技術開発・実証事
業」等の各種取組を後押しするための
予算を新たに確保。 

・近年（直近10年程度）開発された技術
で、みどりの食料システム戦略で掲げ
た各目標の達成に貢献し得る、現場へ
の普及が期待される技術をまとめ、
2022年１月に『「みどりの食料システ
ム戦略」技術カタログ～現在普及可能
な新技術～』として公表。 

・2021年９月に開催された国連食料シス
テムサミットの一連の会合において
同戦略の取組や考えを積極的に発信。 

・サミットの成果物である、国連事務総
長の行動宣言に、イノベーションの重
要性等、我が国の主張を反映。 

・同年12月の東京栄養サミットでは、
2030年までに栄養不良を終わらせる
ために今後取り組むべき具体的な方
向性を提示。 

産力と持続性の大幅な向上をイノベ
ーションにより実現するための関係
施策を推進。【農、関係府省】 

・同戦略について、アジアモンスーン地
域の持続的な食料システムの取組モ
デルとして、国際会議等において、引
き続き我が国から打ち出し、国際ルー
ルメイキングに参画。【農、関係府省】 

・同戦略に資する国際連携の体制整備と
して、国際農林水産業研究センターに
「国際科学諮問委員会」等を設置。
【農、関係府省】 

・同戦略の取組や考えに基づき、東南ア
ジア各国等と連携を強化し、イノベー
ション等、同地域の持続可能な農業・
食料システム構築の取組を推進。【農、
関係府省】 

 

○循環経済への移行に向けて、環境配慮
型の設計推進、使用済製品の選別効率
化等の高度リサイクル基盤技術開発、
海洋生分解性プラスチック等環境負
荷の低い革新素材の研究開発やイノ
ベーション推進のための投資等を推
進する。【文、経、環】  

・海洋生分解性プラスチック開発・導入
普及のため、将来的に求められる用途
や需要に応えるための新たな技術・素
材の開発に向けて、研究開発の追加公
募を実施。既に実施中の研究開発案件
については、実用化の見込みが立った
ことから、ステージゲート審査を実施
し、補助事業へ移行。また、ＪＳＡと
ともに海洋生分解性プラスチックに
係る国際標準化について新規提案を
実施。 

・プラスチックの資源効率や資源価値を
高めるための技術の実用化に向け、Ａ
Ｉを用いたプラスチック高度選別、高
度材料再生プロセス技術、高い資源化
率を実現する基礎化学品化技術及び
高効率エネルギー循環システムの開
発を行い、順調に進捗。特に高い資源
化率を実現する基礎化学品化技術に
おいては追加公募を実施し、目標達成
に向けた体制を強化。 

・科学的知見を集積する為、海洋プラス
チックごみによる生物・生態系影響や
海洋プラスチックごみの発生源・発生
量・流出経路等の実態把握に向けた調
査研究を実施。 

・ＵＮＥＰ及びＵＮＥＰ／ＩＥＴＣへの
任意拠出金（補正案件）等を通じ、途
上国における海洋へのプラスチック
の流出調査・実証の支援事業等を実
施。 

・引き続き、海洋生分解性プラスチック
開発・導入普及に向けて、将来的に求
められる用途や需要に応えるための
新たな技術・素材の開発及び海洋生分
解性プラスチックの国際標準化提案
に向けた研究開発を推進。【経】 

・引き続き、プラスチックの資源効率や
資源価値を高めるための技術の実用
化に係る研究開発を推進。【経】 

・海洋プラスチックごみによる生物・生
態系影響や海洋プラスチックごみの
発生源・発生量・流出経路等の実態把
握については、国際的にまだ手法が確
立されていないため、我が国が手法の
構築に向けた各種検討や調査研究を
行い、科学的知見の集積を推進。【環】 

・「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
の実現のための「マリーン・イニシア
ティブ」の着実な実施のため、途上国
における我が国の技術の更なる展開
等、支援を推進。【外】 

○気候変動は生物多様性劣化の要因で
ある一方、生物多様性の基盤となる森
林生態系等はＣＯ2吸収源となるなど、
相互に緊密に関係・関連していること
から、生物多様性保全と気候変動対策
のシナジーによるカーボンニュート
ラルの実現に向けての研究開発を行

・湿地等の生態系の保全・再生による流
域全体での遊水機能等の強化に向け
た「生態系機能ポテンシャルマップ」
の作成方法の検討を進め、作成方法や
活用方策等の技術的な情報をまとめ
た自治体職員向けの手引きの骨子を
作成。 

・衛星データや生息適地モデル等を用い
た「生態系機能ポテンシャルマップ」
の作成方法や活用方策等の技術的な
情報をまとめた自治体職員向けの手
引きを策定し、その情報を発信。【環】 

・ＮｂＳを地域において実装するための
基本的考え方や施策の構築・実施に係
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い、吸収源や気候変動への適応におけ
る生態系機能の活用等を図る。【農、
国、環】  

・自然環境を保全・再生し、それによっ
て気候変動等の他の社会課題の解決
に活用する「自然を活用した解決策
（ＮｂＳ）」という考え方が近年普及
し、Ｇ７やＧ20、国連環境総会等で議
論。 

・我が国においても、生物多様性保全と
気候変動対策のシナジーをもたらす
取組として、地球温暖化対策計画やパ
リ協定に基づく成長戦略としての長
期戦略、気候変動適応計画にＮｂＳの
推進を位置付けており、現在検討を進
めている次期生物多様性国家戦略に
おいても柱として位置付け、社会実装
を推進。 

る計画手法の検討、生物多様性や生態
系サービスの予測・評価のためのモデ
ル構築等に関する調査検討、生態系の
管理方策に係る技術的検討等を行い、
国及び地域レベルでＮｂＳを実装す
るための手引き等となる情報を整理・
発信。【農、国、環】 

〇社会インフラ設備の省エネ化・ゼロエ
ミッション化に向けた取組や建設現
場における省エネ化に向けた革新的
な技術開発を推進するとともに、自然
環境が有する多様な機能を活用し、Ｃ
Ｏ2吸収源対策にも資する「グリーンイ
ンフラ」の社会実装を推進する。【国、
環】 

・グリーン社会の実現に向けた「国土交
通グリーンチャレンジ」を2021年７月
に策定。 

・産学官の多様な主体が参画する「グリ
ーンインフラ官民連携プラットフォ
ーム」（2020年３月設立）において、グ
リーンインフラの社会的な普及、技術
に関する調査・研究、資金調達手法の
検討等を進めるとともに、プラットフ
ォーム会員間のニーズ・シーズのマッ
チング等を通じて社会実装を推進す
る「パートナーシップ構築支援」を
2021年11月に開始。 

・「国土交通グリーンチャレンジ」に基づ
き、民間事業者と連携した技術イノベ
ーションやその実装の加速化を通じ、
脱炭素等の取組を戦略的に推進。【国】 

・グリーンインフラ技術の地域実証・実
装や、グリーンボンド等のグリーンフ
ァイナンスの導入促進等を通じて、地
方自治体や多様な分野の民間事業者
等の官民連携・分野横断による取組の
全国展開を計画。【国】 

・建設現場における遠隔臨場等による施
工の合理化を推進。【国】 

・ＣＯ2削減に資する材料については、グ
リーンイノベーション基金事業等と
連携し、開発した材料の現場への導入
を推進。【国】 

・動力源を抜本的に見直した革新的な建
設機械（電動、水素、バイオ等）の認
定制度を創設し、導入・普及を促進。
【国】 

・建設現場の生産性を向上させてＣＯ2

排出量を削減するＩＣＴ施工の関連
機器の技術開発の促進を図るため、小
規模現場への適用を拡大。【国】 

○高精度な気候変動予測情報の創出や、
気候変動課題の解決に貢献するため
温室効果ガス等の観測データや予測
情報などの地球環境ビッグデータの
蓄積・利活用を推進する。【文、環】 

・全ての気候変動対策の基盤となる気候
モデルの開発等を通じ、気候変動メカ
ニズムの解明やニーズを踏まえた気
候変動予測データの創出を実施。 

・パリ協定に基づくグローバルストック
テイクへの提出も見据え、大気観測と
モデル解析により、温室効果ガス動
態・収支をマルチスケール（都市・国・
地域・グローバル）で観測する体制の
構築に着手。 

・パリ協定に基づくグローバルストック
テイクへの提出も見据え、温暖化の現
象解明と予測精度の向上に向けて、大
気観測とモデル解析により、温室効果
ガス動態・収支をマルチスケール（都
市・国・地域・グローバル）で観測す
る体制の構築に着手。 

・地球観測データ等を共有し、気候変動
課題等の解決に貢献することを目指
す国際枠組みであるＧＥＯに積極的

・気候変動対策の基盤となる気候モデル
の開発等を通じ、気候変動メカニズム
の解明、気候変動対策、気候変動財務
リスク評価、サステナブルファイナン
ス等に向けた科学的知見（気候変動予
測データ、ハザード予測データ）の創
出及びその利活用までを想定した研
究開発を一体的に実施。【文、環】 

・気候変動対策、気候変動財務リスク評
価、サステナブルファイナンス等に向
けた気候変動予測・ハザード予測の利
活用に関するガイドライン策定に向
けた検討を実施。【文、環】 

・パリ協定に基づき実施されていくグロ
ーバルストックテイク等への貢献を
目指して、引き続きマルチスケールで
の温室効果ガス観測システムの構築
を推進。【環】 

・引き続き、ＧＥＯに積極的に参加し、
地球観測データの利活用に関する知



42 
 

に参加。 
・ＤＩＡＳの長期的・安定的運用を確立

し、地球環境ビッグデータの利用拡大
等を推進。 

見を蓄積し、我が国における気候変動
課題の解決に貢献。【文、関係府省】 

・気候変動対策のインキュベーション機
能を担うデータプラットフォームで
あるＤＩＡＳの長期的・安定的な運用
を通じて、気候変動対策の基盤となる
地球環境ビッグデータの蓄積・統合・
提供や、ＤＩＡＳの解析環境を活用し
た産学官による共同研究を促進し、デ
ータ駆動による気候変動対策に向け
た研究開発を推進。【文】 

 
② 多様なエネルギー源の活用等のための研究開発・実証等の推進 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇現在見直しに向けた議論が進められ

ている「エネルギー基本計画」等を踏
まえ、省エネルギー、再生可能エネル
ギー、原子力、核融合等に関する必要
な研究開発や実証、国際協力を進める。
【文、経】 

・第６次エネルギー基本計画について
は、脱炭素化に向けた世界的な潮流、
国際的なエネルギー安全保障におけ
る緊張感の高まりなど、2018年に閣議
決定した第５次エネルギー基本計画
策定時からのエネルギーをめぐる情
勢変化や我が国のエネルギー需給構
造が抱える様々な課題を踏まえ、総合
資源エネルギー調査会において検討
を深め、2021年10月に閣議決定。 

・省エネルギーについては、更なる省エ
ネポテンシャルの開拓に向け、分野横
断的に革新的な省エネルギー技術の
開発・実用化・実証を実施。また、住
宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギ
ー化や、ＡＩ・ＩｏＴを活用した輸送
効率化等の実証を実施中。 

・再生可能エネルギーについては、グリ
ーンイノベーション基金を活用した
次世代型太陽電池の開発を開始。 

・グリーンイノベーション基金を活用し
た浮体式を中心とした洋上風力発電
の低コスト化に向けた技術開発支援
を開始。 

・原子力については、2022年１月26日に
米国のテラパワー社（会長：ビル・ゲ
イツ氏）と原子力機構・国内民間企業
の間で、ナトリウム冷却高速炉技術に
係る開発協力を協議する旨の覚書を
締結。 

・2030年以降に、ＪＡＥＡの保有するＨ
ＴＴＲ（2021年７月運転再開）を用い
たカーボンフリー水素製造実証を行
うべく、民間企業も参画して必要な技
術開発を実施。 

・研究開発及び人材育成の基盤となる、
もんじゅサイトに新たに設置する試
験研究炉について、概念設計に取組
中。 

・原子力については、国際連携や民間の
イノベーションも活用しつつ、軽水炉
の安全性向上技術に加え、高速炉、小
型モジュール炉、高温ガス炉等の革新
的原子力技術等に係る研究開発の支

・2021年10月に閣議決定した第６次エ
ネルギー基本計画に基づき、エネルギ
ー政策に関連する技術開発、実証施策
を推進。【経】 

・省エネルギーについては、カーボンニ
ュートラルの実現に向け、引き続き分
野横断的な省エネルギー技術の開発
等を行うとともに、住宅・建築物のネ
ット・ゼロ・エネルギー化や、輸送効
率化に向けた実証を実施。【経】 

・再生可能エネルギーについては、グリ
ーンイノベーション基金を活用した
次世代型太陽電池の開発を進め、2030
年を目途に社会実装を目指す。【経】 

・アジア展開を見据えて、グリーンイノ
ベーション基金を活用した浮体式を
中心とした洋上風力発電の低コスト
化に向けた技術開発を進め、最速2023
年度を目途に実証を実施。【経】 

・原子力については、脱炭素化等の観点
から世界的に加速する革新炉の開発
に、日本企業も参画し、高速実験炉「常
陽」等の我が国が誇る技術基盤を活用
した国際連携による高速炉開発を推
進。また、ＨＴＴＲを活用し、高温ガ
ス炉によるカーボンフリー水素製造
に係る要素技術の確立に向けた研究
開発を推進。加えて、「もんじゅ」サイ
トに新たに設置する試験研究炉の設
計に係る検討に関係自治体や大学等
と連携。【文、経】 

・原子力については、国際連携や民間の
イノベーションも活用しつつ、軽水炉
の安全性向上技術に加え、高速炉、小
型モジュール炉、高温ガス炉等の革新
的原子力技術等に係る研究開発の支
援や原子力分野における人材育成を
推進。【文、経】 

・核融合については、2025年運転開始を
目指すＩＴＥＲ計画の中で、引き続き
核融合発電実現のための鍵となる我
が国担当の主要機器の開発を行うと
ともに、幅広いアプローチ（ＢＡ）活
動において、先進超伝導トカマク装置
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援や原子力分野における人材育成を
実施。 

・核融合については、2025年運転開始を
目指すＩＴＥＲ計画の中で、2021年12
月末時点で運転開始まで全工程の約
76%の組立・据付が完了。核融合発電
実現のための鍵となる我が国担当の
主要機器の製作も着実に進展。また、
幅広いアプローチ（ＢＡ）活動におい
ては、先進超伝導トカマク装置JT-
60SAの実験運転開始に向けた調整や
炉材料・機能材料開発等が着実に進展
しており、これらを通じ核融合発電
（原型炉）に向けた研究開発を推進。 

JT-60SAや炉材料・機能材料開発等を
通じ、核融合発電に向けた研究開発を
推進。【文】 

 
③ 経済社会の再設計（リデザイン）の推進 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇産業創造や経済社会の変革、社会的な

課題の解決を目指して、「脱炭素社会」、
「循環経済」、「分散型社会」への三つ
の移行による経済社会の再設計（リデ
ザイン）に向けた具体的な取組を進め
る。その際、グローバルな視点ととも
に社会実装を意識した「地域」の視点
も重要であることから、地域の脱炭素
化に向けた取組を支える分野横断的な
研究開発を推進するとともに、三つの
移行を統合的に具現化する「地域循環
共生圏（ローカルＳＤＧｓ）」の創造を
目指す。【文、経、環】 

 

・2050年カーボンニュートラル宣言を踏
まえ、「脱炭素社会」、「循環経済」、「分
散型社会」への「３つの移行」を加速
させ、持続可能で強靱な経済社会への
「リデザイン（再設計）」を強力に進め
るにあたり必要となる、イノベーショ
ンの推進の方向性を示した「パリ協定
に基づく成長戦略としての長期戦略」
の策定、代替素材の開発にも資するプ
ラスチック資源循環法の施行等の各
種施策を実施。 

・地域循環共生圏づくりに取り組む地域
として36地域を選定し、各地域でのビ
ジョンづくり、地域でのプラットフォ
ームづくり、ローカルＳＤＧｓ事業の
創造について、予算面、技術面で支援
を行い、地域での新技術の導入にあた
っての基盤づくりを実施。 

・各地域で地域循環共生圏づくりに取り
組む自治体や企業等の多様な主体が、
学び出会うためのフォーラムやセミ
ナーを開催。この中で、2050年カーボ
ンニュートラル宣言を踏まえ、地域裨
益型の再エネ事業に関する学びの場
や、地域脱炭素をテーマとした自治体
と企業のマッチングを行い、地域での
新技術の導入にあたっての基盤づく
りを実施。 

・2021年６月に「国地方脱炭素実現会議」
において地域脱炭素ロードマップを
決定。脱炭素先行地域の第一弾の募集
を2022年１月25日～２月21日の期間
で行い、2022年４月に26地域を選定。 

・地方自治体等による意欲的な脱炭素の
取組を複数年度にわたり、継続的かつ
包括的に支援するため、「地域脱炭素
移行・再エネ推進交付金（交付金）」を
創設。 

・民間企業等による意欲的な脱炭素事業
に対する資金供給を行い、技術の本格
的な社会実装を支援する新たな出資

・地域の脱炭素化及び「地域循環共生圏
（ローカルＳＤＧｓ）」を推進するこ
とによりニーズオリエンテッドな技
術の普及を促し、イノベーションの社
会実装を図っていくために（１）～
（４）の取組を実施。【経、環】 

（１）持続可能な社会の構築のため、「脱
炭素」、「循環経済」、「分散・自然共
生」という多角的な切り口で、経済
社会全体を変革。また、この変革を
具現化する「地域循環共生圏 (ロ
ーカルＳＤＧｓ)」の創造を、社会
の変化やニーズを梃子に進化。
【経、環】 

（２）2025年度までを目途に毎年度２回
程度の脱炭素先行地域の選定を予
定。【環】 

（３）交付金を活用し、脱炭素先行地域
にて、脱炭素に向かう地域特性等
に応じた先行的な取組を実施する
とともに、脱炭素の基盤となる重
点対策を全国で実施し、各地の創
意工夫を広く展開。【地創、総、農、
経、国、環】 

（４）民間企業等による意欲的な脱炭素
事業に対する資金供給を行う新た
な出資制度を創設。【地創、総、農、
経、国、環】 

・引き続き、脱炭素社会の実現に資する
技術の社会実装に向け、分野やステー
クホルダーの垣根を越えて技術開発・
実証事業を実施。【地創、総、農、経、
国、環】 

・引き続き、カーボンニュートラルに向
けた国・地域における社会変革を支え
るための知見創出及び大学等間ネッ
トワークを活用した横展開を計画。
【文、経、環】 
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制度を盛り込んだ、改正地球温暖化対
策推進法が第208回国会で成立。 

・各地域の特性を活かした脱炭素かつ持
続可能で強靱な活力ある地域社会の
構築に向け、分野横断的な技術開発・
実証事業を実施。 

・炭素中立型の経済社会に向けた地域に
おける将来目標設定や計画策定等に
必要な科学的知見創出に係る分野横
断的な研究開発を推進するとともに、
大学が、国、自治体、企業、国内外の
大学等との連携等を通じて成果展開、
プロジェクト創出等を目指す「カーボ
ンニュートラル達成に貢献する大学
等コアリション」を設立。 

○2021年11月のＣＯＰ26に向け、見直し
の議論が進められている「地球温暖化
対策計画」を踏まえ、技術開発の一層
の加速化や社会実装、ライフスタイル・
ワークスタイルの変革等の地球温暖化
対策を大胆に実行する。【経、環】     

・2050年カーボンニュートラル、2030年
46％削減等の実現に向け、2021年10月
に地球温暖化対策計画を改定し、地球
温暖化対策技術の開発・実証として次
世代型太陽電池、ＣＣＵＳ／カーボン
リサイクル、メタネーション、水素等
の革新的イノベーションを強力に推
進。 

・燃料・化学品・鉱物分野のカーボンリ
サイクル技術開発に関し、低コスト化
や低エネルギー化するための技術開
発を実施。 

・広島県大崎上島にカーボンリサイクル
実証研究拠点を整備すべく着工。 

・苫小牧ＣＣＳ実証センターでの30万ト
ンの貯留を達成後、安全性を担保する
ため、モニタリングを継続して実施。
また、ＣＯ2の輸送技術を確立するた
め、液化ＣＯ2船舶輸送の研究開発を開
始。 

・福岡県大牟田市の発電所の排ガスから
ＣＯ2を分離・回収する実証を実施し、
分離・回収のコスト、発電効率の影響、
環境影響等の評価等を実施。また、輸
送・圧入船の基本設計を実施。 

・エネルギー基本計画で掲げられたＣＣ
Ｓ長期ロードマップの策定に向けた
検討会を開始。 

・2021年度末までの貯留適地調査におい
て、累計約160億トンのポテンシャル
を推定。 

・廃棄物発電から出るＣＯ2の回収・利用
による循環モデルの検討・実証事業、
人工光合成技術を利用したＣＯ2の資
源化による循環モデルの検討・実証事
業について取組を実施中。 

・ＧａＮ等の次世代パワー半導体を用い
た、パワエレ機器等の実用化に向けた
トータルシステムとしての一体的な
研究開発を推進。 

・2035年～2040年頃の社会で求められ
る全く新しい半導体集積回路をアカ
デミアにおいて創生することを目指
し、新しい原理や材料を活用した挑戦
的な研究開発及び人材育成を行う拠

・ＣＣＵＳ／カーボンリサイクルの社会
実装に向けて、引き続き、技術開発・
実証を実施するとともに、広島県大崎
上島及び北海道苫小牧を実証研究拠
点として整備し、その成果を国内外に
広く発信。【経】 

・ＣＣＳの技術的確立・コスト低減に向
け、貯留技術や、モニタリングの精緻
化・自動化、掘削・貯留・モニタリン
グコストの低減等の研究開発を推進。
【経】 

・福岡県大牟田市等の実証拠点でのＣ 
Ｏ2の分離・回収施設の長期運転等の技
術確立及び輸送・圧入船の詳細設計等
を実施。【環】 

・低コストかつ効率的で柔軟性のあるＣ
ＣＳの社会実装に向けて、液化ＣＯ2船
舶輸送の実証試験を実施。【経】 

・ＣＣＳについては、2030年までのＣＣ
Ｓ事業化に向け、コスト低減や適地開
発、事業環境整備といった課題解決の
ため、長期のロードマップを策定し、
関係者と共有した上で推進。【経、環】 

・ＣＣＳの社会実装に不可欠な適地の開
発については、国内のＣＯ2貯留適地選
定のため、経済性や社会的受容性を考
慮しつつ、貯留層のポテンシャル評価
等の調査を推進。【経、環】 

・引き続き2023年までに最初の商用化規
模のＣＣＵ技術の確立に向けて、岩手
県久慈市や神奈川県小田原市等にお
いて、技術の開発及び実証を推進。
【環】 

・引き続き、「半導体・デジタル産業戦略」
等を踏まえつつ、超省エネ・高性能な
パワーエレクトロニクス機器の創出
の実現を目指した一体的な研究開発
や、次世代の半導体集積回路の創生に
向けたアカデミアにおける中核的な
拠点形成を通じた研究開発及び人材
育成を推進。【総、文、経、環】 

・ポストコロナ時代の新しいライフスタ
イルやデジタル分野の脱炭素化のた
め、ＡＩ技術等の活用によるＤＸによ
る社会最適化（Green By デジタル）、
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点形成を推進。 
・COVID-19等の世界的な流行や衛生環

境への関心の高まり、ライフスタイル
のデジタル化の加速化を受け、ウイル
スを不活化させるために有効と考え
られる深紫外線ＬＥＤの高効率化等
の開発や水や空気に対する細菌・ウイ
ルス不活化効果、省ＣＯ2型ソリューシ
ョンの形成支援等を実証中。 

・高品質ＧａＮ基板の製造・量産から大
電流・高耐圧ＧａＮパワーデバイスを
活用した超省エネ・省ＣＯ2製品の実用
化・低コスト化に向けた要素技術の開
発及び実証を推進。 

・2050年カーボンニュートラルの実現に
向けては、水素等の脱炭素燃料の導入
を加速させるとともに、廃プラスチッ
クや農業系バイオマス残渣等の未利
用資源の活用をはじめとした循環経
済への移行を進め、ＣＯ2等の温室効果
ガスの排出量の削減が急務。 

・海洋エネルギーの一つである潮流発電
について、我が国において潮流発電機
を実際に設置し、気象の影響を受けな
い発電実績を確認。 

グリーンデータセンターの形成促進、
多種多様な電気機器（サーバー、電気
自動車、ＬＥＤ等）に組み込まれてい
る各種デバイスを高品質窒化ガリウ
ム（ＧａＮ）等の次世代半導体により
高効率化し、徹底したエネルギー消費
量の削減を実現するなどの省エネ技
術に関する技術開発・実証及び社会実
装を推進。【総、文、環】 

・2050年カーボンニュートラルの実現に
向けて、化石燃料依存から脱却し、地
域資源（廃プラスチック、未利用の農
業系バイオマス等）の活用・循環を可
能とし、大幅なＣＯ2削減やＣＥを実現
すべく、量子技術やＡＩ等のデジタル
技術により、地域に最適化した革新的
で比較的安価な触媒技術等に係る技
術開発・実証を支援し、社会実装を推
進。【文、環】 

・潮流発電の実用化・普及に向けて、長
期運転や低コスト化に向けた技術課
題解消やビジネスモデルの構築に向
けた実証事業を推進。【環】 

○ライフスタイルを脱炭素化するため
の技術の普及を促すため、「国・地方
脱炭素実現会議」等における議論を踏
まえつつ、住まい・移動のトータルマ
ネジメント（ＺＥＨ・ＺＥＢ、需要側
の機器（家電、給湯等）、地域の再生
可能エネルギー、動く蓄電池となるＥ
Ｖ・ＦＣＶ等の組み合わせを実用化）、
ナッジ76やシェアリングを通じた行動
変容、デジタル技術を用いたＣＯ2削減
のクレジット化等を促す技術開発・実
証、導入支援、制度構築等に取り組む
ことで、ライフスタイルの転換を促
し、脱炭素のプロシューマー77を拡大
する。【環、関係府省】 

        

・ オンサイトＰＰＡモデル等による屋
根や駐車場を活用した太陽光発設備・
蓄電池の導入や、変動性再エネを需要
側の施設で効果的に活用する取組等
を支援することで、地域の再エネ導入
の拡大と、地域の防災性の向上を推
進。 

・ 再エネ由来等水素のコスト低減・環境
価値の顕在化に向け、地域の未利用資
源から水素を作り、貯蔵・輸送・使用
まで一貫した地域水素サプライチェ
ーンを形成する実証事業をこれまで
全国10か所で実施。 

・ナッジ等の行動科学の知見を活用した
インセンティブ付けにより日常生活
の様々な場面での自発的な脱炭素型
アクションを後押しする行動変容モ
デルを作成し、ランダム化比較試験等
の頑健な効果検証を実施。 

・住宅・建築物におけるＺＥＨ・ＺＥＢ
の普及や省エネ改修を進めるため、各
種支援を実施。 

・2021年４月から国土交通省、経済産業
省、環境省の３省合同で「脱炭素社会
に向けた住宅・建築物の省エネ対策等
のあり方検討会」を開催し、目指すべ
き住宅・建築物の2050年の姿（ストッ
ク平均でＺＥＨ・ＺＥＢ基準の水準の
省エネ性能確保、導入が合理的な住
宅・建築物における太陽光発電設備等

・民間企業による、オンサイトＰＰＡモ
デル等による自家消費型太陽光発電・
蓄電池の導入や、地域の新たなポテン
シャルを有効活用した地産地消型の
再エネの導入、変動性再エネを効果的
に活用する需要側での需給調整力（デ
マンド・サイド・フレキシビリティ）
の向上に係る取組等を支援すること
で、初期費用を低減した地域の再エネ
主力化のビジネスモデルを確立する
イノベーションを推進。【環】 

・既存インフラを活用し、水素利用側の
予測システムから効率的な配送を行
うＥＭＳの構築等の技術課題解決に
向けた実証を行うとともに、再エネ等
由来水素のコスト低減及び環境価値
の顕在化に向けた取組を進めつつ、全
国各地で地域脱炭素化水素サプライ
チェーンの普及を推進。【環】 

・脱炭素型のライフスタイルへの転換に
向けて、国民一人ひとりに合った快適
でエコなライフスタイルを提案する
ことで気付きを与えて「自分ごと化」
してもらうとともに、環境配慮行動に
対してポイント（グリーンライフ・ポ
イント）を付与する仕組みと連動して
インセンティブを付与するなど、ナッ
ジの活用を促進。【環】 

・「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省
エネ対策等のあり方検討会」で取りま

                                                      
76 nudge：そっと後押しする 
77 未来学者アルビン・トフラーが1980年に発表した著書「第三の波」の中で示した概念で、生産者 (producer) と消費者 (consumer) とを組

み合わせた造語で、生産活動を行う消費者。 
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の再エネ導入が一般的）、2030年の姿
（新築住宅・建築物についてＺＥＨ・
ＺＥＢ基準の水準の省エネ性能の確
保、新築戸建住宅の６割に太陽光発電
設備の導入）やその実現に向けた「取
組の進め方」を公表。 

・公共施設の多数を占める学校施設にお
いて、カーボンニュートラルの実現に
向けた積極的な取組が求められるこ
とを踏まえ、新しい時代の学びを実現
するための学校施設の在り方につい
て有識者会議において検討。 

・当該会議の中間報告も踏まえ、2022年
度当初予算において、公立学校施設整
備に係る財政支援制度を改正し、学校
施設のＺＥＢ化に向けた単価加算制
度を創設。 

とめられた今後の「取組の進め方」や
地球温暖化対策計画等に基づいて、住
宅・建築物への高効率設備の導入や高
断熱化改修等によるＺＥＨ・ＺＥＢ
化・省エネ改修支援を行い、この中で
ＨＥＭＳやＢＥＭＳの導入による太
陽光発電と家電等の需要側設備のエ
ネルギー管理や、Ｖ２Ｈ等の充放電設
備の導入によるＥＶ・ＰＨＥＶとの組
み合わせ利用といった先進技術の普
及を促進することで、住まい・移動の
トータルマネジメントを推進。【環】 

・2050年カーボンニュートラルの実現に
向け、2022年度当初予算において新た
に創設した財政支援制度等を通じ取
組を促進し、学校施設のＺＥＢ化を積
極的に推進。また、大学キャンパスに
おいてもＺＥＢの先導モデルの構築
等を進めるとともに、他大学や地域へ
の横展開を図る。これらを通じ、地域
における脱炭素の先導的役割を果た
し、地域にイノベーションを創出。
【文】 

○廃棄物の排出削減やリサイクル処理
に係るプロセスの高度化・効率化、製
品のバイオマス化等を通じた資源循環
を行うとともに、焼却せざるを得ない
廃棄物のエネルギー回収、処理によっ
て発生した温室効果ガスの分離・貯留・
有効利用を目指すことにより、「循環経
済」への移行を加速化する。【経、環】 

           

・資源循環の効率化やそれに伴う省Ｃ 
Ｏ2化を進めるため、情報活用によるト
レーサビリティ付与やコミュニケー
ション促進機能に着眼した資源循環
の促進に関するデジタル技術の適用
可能性に関する予算３億円を計上。 

・プラスチック代替素材への転換等に係
る省ＣＯ2型設備の導入を支援し、「脱
炭素社会構築のための資源循環高度
化設備導入促進事業」として2021年度
補正予算とあわせ計100億円を計上。
また、プラスチック代替素材への転換
及びリサイクルプロセスの構築・省Ｃ
Ｏ2化を支援し、「脱炭素社会を支える
プラスチック等資源循環システム構
築実証事業」として予算36億円を計
上。 

・地方公共団体の指定ごみ袋へのバイオ
マスプラスチック等の導入に向けた
ガイドラインを作成。 

・地方公共団体へガイドライン説明会を
実施。 

・世界各地で行われている海洋表層水中
のマイクロプラスチックのモニタリ
ングのデータを収集・一元化するため
のデータベースシステムの在り方検
討、要件定義を実施。 

・海洋プラスチックごみのリスク評価に
向けて手法等を検討。 

・資源循環の促進及びＣＯ2削減に関す
るデジタル技術の適用可能性につい
て実証を実施し、業種を超えた複数企
業が参画する情報連携プラットフォ
ーム等の革新的なビジネスの創生に
向けた取組を推進。【環】 

・「脱炭素社会を支えるプラスチック等
資源循環システム構築実証事業」、「脱
炭素社会構築のための資源循環高度
化設備導入促進事業」等により、技術
的障壁により社会実装が困難であっ
たプラスチック代替素材（再生可能資
源）への転換・社会実装や、従来リサ
イクルが困難であった複合素材プラ
スチック等のリサイクル等に関する
高度な省ＣＯ2型設備の導入支援を推
進。【環】 

・世界各地で行われている海洋表層水中
のマイクロプラスチックのモニタリ
ングのデータを収集・一元化するため
のデータベースシステムの設計・開発
を実施。【環】 

・海洋プラスチックごみによる生物・生
態系影響の評価については、国際的に
まだ手法が確立されていないため、我
が国が評価手法の構築に向けた各種
検討や調査研究を行い、科学的知見の
集積を推進。【環】 

○「分散型社会」を構成する生物多様性
への対応については、絶滅危惧種の保
護や侵略的外来種の防除に関する技
術、二次的自然を含む生態系のモニタ
リングや維持・回復技術、遺伝資源を
含む生態系サービスと自然資本の経
済・社会的価値の評価技術及び持続可

・各分類群の国内希少野生動植物種等を
対象として、生息域内保全及び生息域
外保全の手法、野生復帰技術等の検
討・開発を実施。 

・第５次レッドリストの公表に向けて、
絶滅危惧種の生息・生育状況の調査等
を実施するとともに、順次レッドリス

・年々増加する国内希少野生動植物種の
保護増殖技術等の検討・開発を継続。
【環】 

・第５次レッドリストの公表に向けて科
学的知見を集積し、種の絶滅リスクの
評価を行い、関連施策実施等の基礎と
なる情報を集積、発信。【環】 
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能な管理・利用技術等の研究開発を推
進し、「自然との共生」を実現する。
【環】 

トの評価を実施。 
・効率的にヒアリを確認できるＡＩによ

る画像診断の実証試験及びヒアリの
営巣場所となるコンテナヤード舗装
の亀裂を、新開発のシリコン充填技術
を用いて補修を行うなどの新規技術
の開発や活用等も行い、ヒアリの定着
防止を実施。 

・国際連携については、非意図的に侵入
する外来生物対策として、海上コンテ
ナの清浄化や国際連携強化の必要性
に関して生物多様性条約ＣＯＰ15関
連会合で提案するとともに、日本政府
主催の外来種に係る国際ウェビナー
において、参加国とその必要性の認識
を共有するなど、強化促進を推進。 

・関連施策実施等の基礎となる科学的知
見の集積を推進するため、モニタリン
グサイト1000（重要生態系監視地域モ
ニタリング推進事業）において、全国
に約1,000か所の調査サイトを設置
し、全国の様々な生態系タイプで、そ
の状態を定量的かつ長期的に把握す
るためのモニタリングを実施。第３期
（15年間）の取りまとめ結果を公表
し、現在、第４期調査を実施中。 

・企業活動における自然資本への影響の
定量評価手法の調査及び分析を行い、
自然資本の持続的な管理・利用技術の
在り方について引き続き検討。 

・沖合海底自然環境保全地域の生物学
的・生態学的ベースラインデータ調査
を継続して実施。 

・国立公園の循環型保全に対する共創型
管理モデルを構築し、提示。 

・自然環境保全基礎調査は、自然環境保
全法に基づき、全国的な自然環境の現
状及び改変状況を把握し、各種施策に
資する科学的な基礎資料の提供を目
的に実施。2023年に開始50年を迎え、
ＯＥＣＭ、再エネ立地、鳥獣被害防止
対策等の様々な施策ニーズに対応し、
効率的・効果的な調査の実施、活用し
やすいデータ提供と情報基盤の強化
が必要。 

・ポスト2020生物多様性枠組達成のた
め、2030年までに世界の陸地と海洋の
30％を保護地域やＯＥＣＭで保全し、
自然に負荷をかけ過ぎたことで深刻
化した気候変動等の問題に対するＮ
ｂＳの基盤を構築することが必要。Ｏ
ＥＣＭを進めていくための取組の一
つとして、企業や団体によって持続的
な自然資源管理がなされているエリ
アを生物多様性保全に貢献する区域
として認定する仕組みを検討。2022年
度内に認定の仕組みを試行、2023年度
から正式認定を開始し、2023年内には
100地域以上を認定予定。 

・ヒアリ等の侵略的外来種の非意図的侵
入や生物多様性の確保上重要な地域
における生態系被害の防止に関して、
ヒアリ侵入リスクを飛躍的に下げる
忌避殺虫剤開発等の新規技術の開発
や輸出国側で当該忌避殺虫剤をコン
テナに入れるといった活用等により、
国内の水際対策や防除を強化すると
ともに、2022年開催の生物多様性条約
ＣＯＰ15において国際連携強化を促
進。【環】 

・2022年度に策定予定の次期生物多様性
国家戦略の内容も見据え、ＡＩ画像解
析やドローン等の新規技術も活用し
ながら、定量的かつ長期的に全国を対
象とした生態系を把握する調査モニ
タリングを引き続き着実に実施し、関
連施策実施等の基礎となる科学的知
見の集積を推進。【環】 

・衛星画像やＡＩ、ブロックチェーン等
のデジタル技術を活用した企業活動
におけるサプライチェーン全体での
自然資本への影響に係るデータを効
果的に把握する手法を開発し、当該デ
ータを踏まえて自然資本の持続的な
管理・利用技術に関する研究開発を推
進し、更にＡＰＩ等を活用した脱炭素
等の他のＥＳＧ分野と連携したサプ
ライチェーン管理の在り方を検討。
【環】 

・沖合海底自然環境保全地域を適切に指
定・管理するため、これまで詳細な調
査がされていなかった海山・熱水噴出
域・海溝等に存在する特異な生態系に
関する基礎調査を継続するとともに、
保護区内の環境変化を把握するため
のモニタリング調査を最新のモニタ
リング手法も活用しながら継続的に
実施。それらを通して、関連施策実施
等の基礎となる科学的知見の集積を
推進するとともに、調査技術の開発に
貢献。【環】 

・①国立公園の保全管理に対する共創型
資源管理基金活用のモデルの構築（基
金の設立を想定した、基金規模、徴収
方法、使途の検討等の各種調査実施）、
②国立公園の利用に伴う自然資源へ
の影響把握手法の研究開発（モニタリ
ング調査、有識者ヒアリング等を通じ
たモニタリング手法の開発）、③国立
公園の資源性の再評価と計画展開に
向けた方法論の研究開発（ゾーニング
を用いた利用計画策定手法の開発を
企図した文献調査、アンケート調査）、
④利用に伴う経済効果と地元への効
果把握手法の研究開発（ヒアリングや
アンケートによる経営実態調査実施）
に取り組み、国立公園の保全管理モデ
ルの構築を行い、その運用について検
討。【環】 
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・2023年から2025年に自然環境保全基
礎調査の総合解析として、50年に及ぶ
基礎調査の成果をベースに、モニタリ
ングサイト1000や他府省、自治体、研
究機関、民間等の各主体が有する自然
環境データを収集。収集した非デジタ
ルデータは、AI-OCR技術の適用手法
の開発を通じモーバライズ（デジタル
化して使えるよう可動化）するととも
に、ＡＩ深層学習を利用した開発技術
等を用いた統計モデル分析手法を活
用し、総合的な解析を実施。その結果
から、我が国の自然環境の現状と変化
や、抱える環境課題とその対策に係る
諸情報を、地図や図表等での表示や開
発した解析支援ツールにより、一般に
わかりやすく示し、かつ、政策決定者
に使いやすく提供（自治体の地域計画
策定等）。【環】 

・企業活動や地域活動を支援するため
に、これまでに蓄積された膨大な自然
環境データや最新の衛星画像データ
を数理的に解析する技術と現場にお
ける保全管理の技術を組み合わせた
新規システムを開発し、生物多様性に
関する科学的知見を集積するととも
に、生物多様性保全の重要度を地図上
に示すことにより保全対象とすべき
エリアを可視化し、エリアに応じた適
切な保全管理手法を提示し、更に保全
活動効果の評価まで行うことを可能
とする。この生物多様性の「見える化」
できる仕組みを2024年度から提供す
ることで、ＯＥＣＭに関する取組を推
進し、保護地域を核とした生態系ネッ
トワークの構築を図り、生物多様性の
保全を推進。【環】 

 
④ 国民の行動変容の喚起 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇人文・社会科学と自然科学の融合によ

る「総合知」を活用して、カーボンニ
ュートラルの実現に向けた国民一人ひ
とりの取組の重要性に係る国民理解の
醸成や脱炭素型への行動変容の促進を
図る。とりわけ、BI-Tech（行動科学の
知見と先端技術の融合）78を活用した
製品・サービス・ライフスタイルのマ
ーケット拡大を2022年度末までに目
指すとともに、個人のＣＯ2削減のクレ
ジットを低コストで自由に取引できる
ブロックチェーン技術を用いたプラッ
トフォームの構築を図る。あわせて、
こうした我が国の取組等について国内

・これまでのナッジ事業の成果を順次取
りまとめ、日本版ナッジ・ユニット連
絡会議や国内及び国際会議等におい
て報告・公表。国内及び国際会議にお
いて、諸外国のナッジ・ユニットとと
もに基調講演やパネルディスカッシ
ョンを実施し、一般も含めた情報共有
や連携を企画。 

・省エネナッジ等に関する2020年度の予
備実験の結果を踏まえて2021年度に
おいても引き続き実証を実施。電気使
用量の抑制等省エネ・省ＣＯ2効果の検
証を実施中。 

・Ｊ－クレジット制度における各種申請

・引き続き、ナッジ事業の成果を順次取
りまとめ、日本版ナッジ・ユニット連
絡会議等において報告・公表するとと
もに、諸外国のナッジ・ユニット等と
も情報共有や連携を図り、国際協調の
下、行動に起因する社会課題の解決に
向けた我が国の国民の意識変革や行
動変容を推進。【環】 

・ナッジやブースト等の行動科学の知見
とＡＩ／ＩｏＴ等の先端技術の組合
せ（BI-Tech）により、効果的で高度な
行動変容を促進させ、脱炭素型のライ
フスタイルへの転換を推進。【環】 

・次期登録簿システムを2022年度より稼

                                                      
78 ナッジ等の行動科学の知見（行動インサイト）に基づき、個人／世帯のエネルギー使用実態や属性情報等のビッグデータをＩｏＴ技術で収

集し、ＡＩ技術で解析してパーソナライズしたメッセージにより行動変容を促す。 
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外への発信を精力的に実施する。【科
技、経、環】 

手続を電子化した次期登録簿システ
ムの構築を完了。 

働。引き続きＪ－クレジット制度の電
子化に向けた取組を継続し、クレジッ
ト認証工程の簡素化やブロックチェ
ーン技術を用いたプラットフォーム
の構築を検討。【環】 

 
 




